
 

 

 

復興まちづくりビジョンについて 

 

被災地区で国・県が実施する砂防事業等と合わせて、避難路として活用できる道路などを

整備するとともに、被災住宅の再建や移転に係る支援策を検討し、将来のまちづくりに向け

た復興まちづくりビジョンを策定します。 

 

１ 対象地区 

   安佐南区の山本地区、八木・緑井地区、安佐北区の可部東地区、三入南・桐原地区、大林地区 

（概ねの検討範囲は別添のとおり） 

 

２ 概要 

 

【復興まちづくりビジョンのイメージ】 

～災害に強いまちづくりを目指して～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土砂災害に対する安全性を確保する 

ための基本的な対策 

 

砂防事業の実施（国、県） 

治山事業の実施（国、県） 

急傾斜地崩壊対策事業の実施（県） 

 

 

 道路の整備（避難路等として活用） 

 排水施設の整備(豪雨時の水処理) 

 その他地域に必要な公共施設等の整備 

＜ハード対策＞ 
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＜ソフト対策＞ 

平成２６年１０月１０日 
都市整備局都市整備調整課 
復 興 ま ち づ く り 担 当 

土砂災害に備えるための基本的な 

対策 

 

土砂災害危険区域等の指定（県） 

警戒避難体制の整備 

 

資料３ 

被災者の住宅再建に向けた対策 

 

被災住宅の現地再建支援 

被災住宅等の移転支援 

 

さらなる安全性を確保するための対策 



３ 本部関係局・区との連携イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 今後のスケジュール（概略） 

 Ｈ２６年度 
Ｈ２７年度 Ｈ２８年度以降 

 10～12 月 １～3 月 

ビジョンの 

策定・推進 

      

 

 

 

10/10 
▼ 

第 1 回 
本部会議 

復興ビジョン案 

復興まちづくり担当 関係局 関係区 

○情報とりまとめ 
○国・県との調整 
○防災性向上のための施設
整備（道路・排水施設等） 

○住宅再建等の支援策 
など 

10/7 
▼ 

担当設置 

概略検討 
（施設整備及び 

支援策） 

必要に応じ随時開催 

▼ 
本部会議 

★ 
復興ビジョン案 

  ★ 
復興ビジョン 
（実施方針） 

施設整備計画及び 
支援策の具体化 

事業化 

地元説明（意見聴取） 

本部会議 

通常事業の加速 

▼ 
本部会議 

今回の教訓を生かした 
防災･減災まちづくりの展開 

 ○活用可能な制度 
○事業スケジュール 

など 

 

国・県の緊急事業 

○実施計画の作成 
○予算管理 

情報 

 事業調整 

事業化 事業化 

○被災者等意見・要望 
○事業化に向けた課題 

  など 

 

情報 

 施設整備計画及び支援策の具体化 

 ○地元調整 
○設計・工事発注 

 地元説明（意見聴取） 

復興ビジョン（実施方針） 

本部会議 



復興まちづくりビジョンの検討範囲 

 

八木・緑井地区 

可部東地区 

三入南・桐原地区 

大林地区 

安佐北区 

安佐南区 

別 添 

山本地区 


